
佐賀県農業会議・ＪＡ佐賀中央会で実施したＷＥＢ広告 

 

佐賀県内の農業者を対象にバナー広告や、音楽配信アプリ「Spotify」で音声

広告を実施。 

※双方ジオターゲティングで、スマートフォンの位置情報を活用して該当する

ユーザーに広告を配信。（ＪＡや直売所等の農業関連施設に訪れたことがある

方へ広告配信） 

 

【バナー広告】 

 

 

  



大分県農業会議が作成した記事広告 

 

大分県農業会議にて記事内容（取材含む）を作成し、記事広告として出稿。 

大分県内の農業者へ Yahoo!のターゲティング広告を実施し、記事広告へのリー

チ数を増やす手法を実施。 

 

 

 

【記事へのリンク】 

https://www.nishinippon.co.jp/content/editorialad/nounen2403/ 

  



ひょうご農林機構・ＪＡ兵庫中央会で出展したブース 

 

ＪＡ前納が主催する農機具展示会に農業者年金の相談ブースを出展し、制度説

明を実施。 

※従前から実施 

 

 

  



市町村段階のＳＮＳを活用した事例 

 

・市町村のＸアカウント（旧ツイッター）の活用事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



・市町村・ＪＡの Instagramの活用事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためとるべき措置

１ 業務改善の推進
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メ
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１
最

新
の
加
入
記
録
・
受
給
記
録
を
確
認
で
き
ま
す
。

受
託
機
関
の
パ
ソ
コ
ン
で
加
入
者
の
最
新
の
加
入
記
録
、
受
給
記
録
な
ど
の
確
認
が
で
き
る
の
で
、
窓

口
で
の
対

応
や
加
入
者
か
ら
の
照
会
へ
の
対
応
な
ど
が
ス

ム
ー

ズ
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
受
託
機
関
と
基
金
の
双
方
が
同
じ
画
面
を
見
な
が
ら
、
加
入
者
の
記
録
を
確
認

で
き
る
の
で
、
照

会
業

務
が
効
率
化
で
き
ま
す
。

２
届

出
書
作
成
機
能
が
充
実
し
て
い
る
の
で
、
ス
ム
ー
ズ
に
届
出
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

各
種
届
出
書
を
作
成
す
る
場
合
、
様
式
番
号
か
ら
該
当
す
る
届
出
書
等
を
検
索
す
る
方
法
、
届
出
等
の
内
容

か
ら
届
出
書
等
の
様
式
を
検
索
す
る
方
法
が
選
択
で
き

ま
す
。

さ
ら
に
、
届
出
書
等
の
様
式
の
入
力
は
、
必
要
項
目
を
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て
入
力
す
る
方
式
で
、
最
新
の
基
本
情
報
（
記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
性

別
）
が
自
動
表
示
さ
れ
る
た
め
、
入

力
作

業
の
負

担
及
び
入
力
ミ
ス
の
発
生
リ
ス
ク
の
軽
減

を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

３
届

出
書
の
処
理
状
況
を
確
認
で
き
る
の
で
、
事
務
処
理
の
遅
延
防
止
に
役
立
ち
ま
す
。

被
保
険
者
資
格
、
保
険
料
、
年
金
裁
定
な
ど
の
届
出
書
・
請
求
書
を
届
出
書
作
成
機
能
を
利
用
し
て
作
成
・
提
出
す
る
と
、
そ
の
後
は
受
託
機
関
で
も
処
理
状
況
の
確

認
が
で
き
る
の
で
、
事

務
処

理
の
遅
延
防
止

に
役
立

ち
ま
す
。

４
帳

簿
や
名
簿
類
の
作
成
・
管
理
作
業
が
簡
素
化
で
き
ま
す
。

届
出
書
作
成
機
能
を
利
用
す
る
と
、
届
出
書
の
受
付
処
理
簿
が
不
要
に
な
る
な
ど
、
帳

簿
・
名

簿
等

の
作
成
・
管
理
作
業
が
簡
素
化

さ
れ
ま
す
。

５
加

入
者
の
一
覧
デ
ー
タ
を
抽
出
で
き
ま
す
。

従
来
、
帳
簿
で
管
理
し
て
い
た
管

内
の
被

保
険
者
や
受
給
権
者
一
覧
デ
ー
タ
を
抽
出
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
年
金
裁
定
前
の
待
期
者
や
、
受
給
漏
れ
の
ケ
ー
ス
が
多
い
旧
制
度
死
亡
一
時
金
の
み
受
給
可
能
な
者
の
抽
出
も
で
き
、
裁

定
手

続
の
勧

奨
に
利

用
で
き
ま

す
。

６
現

況
届
の
提
出
状
況
を
確
認
で
き
ま
す
。

受
給
権
者
情
報
の
画
面
で
、
そ
の
受

給
者

が
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
況
届
の
年
金
種
別

(提
出
し
た
場
合
は
、
そ
の
提
出
処
理
年
月
日

)を
確

認
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
加
入
者
・
受
給
権
者
情
報
一
覧
の
検
索

画
面
で
、
現
況
届
の
提
出
対
象
者
一
覧
の
抽
出
、
未
提
出

者
の
み
を
抽
出
す
る
こ
と
も
で
き
、
現

況
届

の
提

出
状
況

を
確

認
で
き
ま
す
。

７
さ

ら
に
、
こ
ん
な
機
能
も
あ
り
ま
す
。

被
保
険
者
が
年
間
保
険
料
納
付
額
等
を
照
会
し
た
場
合
、
受

託
機

関
で
も
確
認

で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
受
給
権
者
が
紛
失
し
た
現

況
届

は
、
農

業
委
員
会
で
再
発
行
で
き
ま
す
。



 
 
第７  その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項 

 

４  情報セキュリティ対策及び個人情報保護の

強化・徹底 



資料１ 

情報セキュリティポリシー及び実施手順書について 

１ 情報セキュリティポリシーとは 

① 情報セキュリティポリシーとは、サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律

第 104 号)に基づく、サイバーセキュリティに関する対策の基準となる「統一基

準群(統一規範、統一基準、運用指針、ガイドライン)」に準拠し、情報セキュリ

ティの基本方針及び対策基準を定めたもの。

② 当基金の情報セキュリティポリシーは、基金が取り扱う情報及び情報システム

におけるセキュリティを確保するための基本方針及び対策基準として、平成 29

年 9 月に制定。 

２ 情報セキュリティポリシーの対象となる情報とは 

役職員が業務上取り扱う 

① 情報システム若しくは外部電磁的記録媒体に記録された情報（情報システム

から出力され印刷された情報及び書面から情報システムに入力した情報を

含む。）。 

② その他の情報システム又は外部電磁的記録媒体に記録された情報（情報シス

テムから出力され印刷された情報及び書面から情報システムに入力した情報

を含む。）。 

③ 基金が調達し又は開発した情報システムの設計又は運用管理に関する情報。 

基本方針 

対策基準 

実施手順 

組織全体での

理念や指針 

基本方針を実現す

るための規則 

対象者や運

用の手続き

の明確化 

情報 

セキュリティ

ポリシー

情報セキュリティポリシーの概念図 

hiroyuki_shiohara
四角形



３ 実施手順書の主な内容 

① CSIRT 構築運用実施手順書

情報セキュリティインシデントが発生した場合、適切に対処して被害の拡大を

防ぐ必要があるため、インシデント発生から再発防止策を実施する手順を定めた

もの。 

注 1:情報セキュリティインシデントとは、ウィルス感染、不正アクセス、USB 等

の盗難・紛失、情報漏えい等の事業運営に影響を与えたり、情報セキュリテ

ィを脅かしたりする事件や事故のことをいう。 

注 2:CSIRT とは、基金において発生した情報セキュリティインシデントに対処す

るための体制をいう。Computer Security Incident Response Team の略。 

② 情報システム利用実施手順書

情報セキュリティの確保と円滑な情報システムの利用のため、情報システムの

利用に関する手順を定めたもの。 

注:情報システムとは、ハードウェア及びソフトウェアから成るシステムであっ

て、情報処理及び通信の用に供するものをいう。具体的には、情報システム利

用実施手順書別紙 1「基金保有情報システム」に記載する情報システムをいう。 

③ 情報の取扱い実施手順書

基金が取り扱う情報の漏えいや改ざん等のリスクを軽減するため、情報の適切

な取り扱いについての手順を定めたもの。 

④ 自己点検評価実施手順書

情報セキュリティ対策の実効性を担保するため、ポリシーの遵守事項について、

役職員に対する自己点検の手順を定めたもの。 

⑤ 業務委託実施手順書

業務委託による情報処理業務を行うにあたって、必要な情報セキュリティ水準

を確保するため、委託元としての基金が遵守すべき事項を定めたもの。 

⑥ 人事異動等の管理に関する実施手順書

人事異動が行われても、適切な情報セキュリティ体制や対策を講じる必要があ

るため、人事異動時における情報セキュリティに係る教育や権限の付与等の関係

手続の手順を定めたもの。 
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